
二
十
三
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
休
制
強
化
 
 

加
算
の
基
準
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

明 
し 

て 
い 

る 

こ 

と 

。  

嘲 
到 
圃 
叫 
剋 
」呵 

川 

司 
珂 

型矧叫 

圃 
列 
間 
肌 
昭 
到  

②
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
や
留
意
事
項
の
伝
達
又
は
小
規
模
多
機
能
型
 
 

仙
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
小
規
模
 
 
 

多
動
機
能
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
イ
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
 
（
看
護
師
又
は
准
看
護
師
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

業
者
ご
と
の
研
修
計
画
を
作
成
し
、
研
修
 
（
外
部
に
お
け
る
研
修
を
含
 
 

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
対
し
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
 
 

）
 
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
 
 

第
三
十
四
号
。
以
下
 
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
 
 

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
 
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
 
 

年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

護
を
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
を
含
む
。
）
 
の
う
ち
、
勤
続
年
数
三
 
 

唐
音
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
 
 

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
 
 

知
症
対
応
型
適
所
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
設
備
を
共
用
す
る
指
定
 
 

む
。
）
 
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
 
 
 

通
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
 
 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
指
定
認
知
症
対
応
型
 
 
 

の
総
数
の
う
ち
、
介
護
福
祉
士
 
 

の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
 
 

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
又
は
指
定
地
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
 
 
 

（
共
用
型
指
定
認
 
 

」
閂
町
慮
屯
［
ほ
撼
p
ト
㌫
笹
u
＿
円
r
－
 
－
 
L
 
い
．
 
 

l
遥
岬
鸞
．
傭
脛
1
4
－
 
 

」
襲
「
－
』
ド
▲
誉
l
－
 

一
五
頁
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二
十
四
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
 
 

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
 
 

施
設
サ
ー
ビ
 
 

生
活
介
護
に
お
け
る
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
侶
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
 
 

ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈱
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
≠
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

伽
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
 
 

恩
 
イ
伽
、
恩
及
び
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

必
 
認
知
症
介
護
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を
、
対
象
 
 

㈲
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
利
用
者
、
 
 

榔
 
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
七
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

象
者
の
数
が
十
九
を
超
え
て
卜
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
 
 
 

象
者
の
数
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 
 

者
の
数
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
場
人
口
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
、
当
該
対
 
 
 

者
 
（
以
下
 
「
対
象
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
‥
以
上
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

し
く
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
 
 

る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
ヾ
 
■
 
 
）
 
 
）
 
 
一
．
－
0
 
 

て
、
－
万
こ
そ
二
こ
と
 
 

の
六
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

の
総
数
の
う
ち
、
‖
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
 
 

イ
川
、
闇
及
び
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ス
 
（
老
人
惟
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
 
 
 

ス
を
除
く
。
）
 
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
療
養
 
 

居
宅
介
護
事
業
所
の
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

常
勤
職
員
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
 
 

入
所
者
又
は
入
院
患
者
 
 

小
規
模
多
機
能
型
 
 

に
、
当
該
対
 
 

一
六
頁
 
 



二
十
五
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
 
 

加
算
の
基
準
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
≠
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
佃
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ロ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
佃
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
 
 

②
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

適 
合 
す 
る 

こ 

と 
。  

㍉ 

、 

甘 
勅 
願 
〓 
い 

ハ 

め 

う 

割 
′．〓 
が 
H 
わ 
山 
L 
十 

川 
魂 
職  

似
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
八
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 

Ⅲ
 
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

畑
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
介
護
職
員
、
看
護
職
員
ご
と
の
認
 
 

脚
 
羅
知
症
介
護
の
指
導
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を
 
 

仙
 
イ
の
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

畑
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
従
業
者
に
対
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

数
の
う
ち
、
介
護
福
祉
士
 
 

こ
と
。
 
 

実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

知
症
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
従
い
、
研
修
 
 

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

え
て
得
た
数
以
上
配
置
し
、
チ
ー
ム
と
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
 
 

を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

る
留
意
事
項
の
伝
達
又
は
技
術
的
指
導
に
係
る
会
議
を
定
期
的
に
開
催
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

し
て
い
る
こ
と
。
 
 

一
名
以
上
配
置
し
、
 
 事
業
所
又
は
施
設
全
体
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
等
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

い
ず
れ
に
も
 
 

．
 

－
r
ト
＿
 
 
ヽ
＿
t
▼
 
l
 
 

■
 
 

一
七
頁
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同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

∃
九
l
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
！
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
 
 
 

移
行
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
八
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
行
縄
付
腫
施
設
サ
ー
l
‥
丁
欺
け
行
適
時
養
施
設
刃
・
－
ト
ト
′
、
巨
．
∵
ぃ
け
∴
J
†
正
 
 

二
十
七
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

闇
 
イ
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ヨ
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
 
 
 

実
施
減
算
の
基
準
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
 
 

号
及
び
第
四
十
六
号
 
 

け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
号
、
第
三
十
号
イ
、
第
三
十
 
 
 

号
 
（
看
護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
 
 

0  

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
七
条
第
五
項
、
第
百
六
十
二
 
 

条
第
七
項
又
は
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
 
 

及
び
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
若
年
性
認
知
症
入
所
者
受
入
加
算
 
 

の
基
準
 
 

っ
て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
 
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
基
準
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 

軸
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
者
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

員
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
号
に
お
い
て
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

の
配
置
に
係
る
部
分
及
び
別
に
厚
 
 

に
直
接
提
供
す
る
職
 
 

十
三
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
移
 
 
 

行
加
算
の
基
準
 
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

十
二
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
 
 
 

施
減
算
の
基
準
 
 

基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
七
条
第
五
項
 
 

、
第
百
六
十
二
条
第
七
項
又
は
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
 
 

て
い
な
い
こ
と
。
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
 
 

一
八
頁
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ヨ  

護 
地 
域 
密 
着 

）  型 
算 介 
の 護 
怯 福 

準  祉 
施 
設 
サ 
ー 

ビ 

ス 
、 

介 
護 
福 

祉 
施 
設 
サ 

「 ービ 
叫 ス 

ス 、   

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

三
十
二
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
属
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
 （
略
）
 
 

三
十
三
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
に
お
け
る
在
宅
・
入
所
相
互
利
用
加
算
の
基
準
 
 

在
宅
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
期
間
中
の
介
護
支
援
専
門
員
と
入
所
す
る
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
支
援
専
 
 
 

門
員
と
の
間
で
情
報
の
交
換
を
十
分
に
行
い
、
双
方
が
合
意
の
上
介
護
に
関
 
 
 

す
る
目
標
及
び
方
針
を
定
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
目
 
 
 

標
及
び
方
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 
 

方
法
第
十
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

「
ヨ
剖
 
居
宅
介
倭
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
の
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
 
第
十
三
条
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
 
 
 

号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
 
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
号
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
 
 
 

と
。
 
 

三
十
四
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
 
 

強
化
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
通
所
介
護
費
等
算
定
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
 
 
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 

十
七
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
の
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
 
第
十
三
条
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
 
 
 

号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
 
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
号
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
 
 
 

と
。
 
 

≠
盈
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

十
l
対
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

に
お
け
る
在
宅
・
入
所
相
互
利
用
加
算
の
基
準
 
 

在
宅
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
期
間
中
の
介
護
支
援
専
門
員
と
入
所
す
る
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
支
援
専
 
 
 

門
員
と
の
間
で
情
報
の
交
換
を
十
分
に
行
い
、
双
方
が
合
意
の
上
介
護
に
関
 
 
 

す
る
目
標
及
び
方
針
を
定
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
目
 
 
 

標
及
び
方
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 
 

¶
跡
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
維
 
 
 

持
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 

一
九
頁
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三
十
七
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 

三
十
六
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
集
中
減
算
の
基
準
 
 

正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
前
六
月
 
 
 

間
に
作
成
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指
定
訪
問
介
護
、
 
 
 

指
定
適
所
介
護
又
は
福
祉
用
具
貸
与
 
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
訪
問
介
護
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
提
供
総
数
の
う
ち
、
同
一
の
訪
問
介
護
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
等
に
係
る
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 
の
九
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
 
 

イ
 
特
定
事
業
所
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

刑
 
地
域
包
括
支
援
セ
 
 

㈲
 
算
定
目
が
属
す
る
月
の
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
要
介
護
状
態
区
分
 
 

㈲
 
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者
 
 

櫛
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
 
 

仙
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
主
任
介
護
支
援
 
 

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
に
対
 
 

㈲
 
 
 

介
護
支
援
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

場
合
に
お
い
て
も
、
 
 

が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
割
合
が
 
 

等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

し
、
計
画
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

項
に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。
 
 

員
を
三
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

専
門
員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
居
宅
 
 
 

ン
タ
ー
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
 
 

十
九
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 

十
八
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
集
中
減
算
の
基
準
 
 

正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
前
六
月
 
 
 

間
に
作
成
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指
定
訪
問
介
護
、
 
 
 

指
定
適
所
介
護
又
は
福
祉
用
具
貸
与
 
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
訪
問
介
護
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
提
供
総
数
の
う
ち
、
同
一
の
訪
問
介
護
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
等
に
係
る
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 
 

の
九
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
 
 

ト
 
地
域
包
括
支
援
セ
 
 

ホ
 
算
定
目
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

イ
 
主
任
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
る
管
理
者
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
 
 

ロ
 
常
勤
か
つ
専
従
の
介
護
支
援
専
門
員
を
三
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
 
 

へ
 
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
 
 

ニ
 
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者
等
 
 

ハ
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 
 

支
援
を
・
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

合
に
お
い
て
も
、
 
 

占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

員
の
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
お
 
 

終
了
す
る
と
と
も
に
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
内
の
介
護
支
援
専
門
 
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
 
 

に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。
 
 

し
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
研
修
課
程
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
 
 

し
、
当
分
の
間
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
 
 

の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

計
画
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
居
宅
介
護
 
 
 

ン
タ
ー
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
 
 

二
〇
頁
 
 
 



四
十
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
 
 
 

準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
．
第
十
三
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
 
 
 

第
七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

三
十
九
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
 
 
 

の
基
準
 
 

員
を
二
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ヨ
¶
州
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 
 

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
十
一
条
第
五
項
、
第
四
十
二
条
第
七
 
 
 

項
又
は
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

方
法
第
十
一
号
」
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
 

ロ
 
特
定
事
業
所
加
算
㈱
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
主
任
介
護
支
援
 
 

川
 
イ
畑
、
㈲
、
㈱
及
び
仰
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

㈹
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
 
 

刷
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
又
は
特
定
事
業
所
集
中
減
 
 

㈱
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し
 
 

専
門
員
等
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

算
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

専
門
員
一
人
当
た
り
四
十
名
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 
 

を
受
け
る
利
用
者
数
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 

二
十
一
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
 
 
 

第
七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 
 

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
十
一
条
第
五
項
、
第
四
十
二
条
第
七
 
 
 

項
又
は
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

リ
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
又
は
特
定
事
業
所
集
中
減
算
 
 

チ
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し
て
 
 

ヌ
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
利
 
 

委
託
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

用
者
数
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
一
人
当
 
 

た
り
三
十
玉
名
以
内
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
介
護
予
防
支
援
に
係
る
業
務
の
 
 

の
適
用
を
受
け
て
▼
い
な
い
こ
と
。
 
 

い
る
こ
と
。
 
 

ニ
ー
頁
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四
十
三
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

四
十
二
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
 
 

〇  
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
ヰ
一
 
 
 

の 

基 
準  

励 
包酌 
酌 

Ⅷ 
濫 
凹 

－ 

野 
面 
抗 

巴 
臼 
巴 
日 
岨開 

閉 
闇 
詣 
塑 

胤酌 

酌 

■  

娼 

退 
呵 
山抑  

イ
 
 闇

 
イ
恩
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

仙
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
当
該
施
設
か
ら
退
所
し
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
退
所
者
の
退
所
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
施
設
の
従
業
者
 
 

Ⅲ
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
当
該
施
設
か
ら
退
所
し
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
榔
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
 
 

間
を
超
え
て
い
た
者
に
限
る
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
を
超
え
 
 

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
期
間
が
一
月
 
 
 

以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
記
録
し
て
い
る
こ
と
 
 

た
者
の
総
数
の
う
ち
、
当
該
期
間
内
に
退
所
し
、
在
宅
に
お
い
て
介
護
 
 

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
退
所
者
の
在
宅
に
お
け
る
生
活
が
一
月
 
 
 

が
居
宅
を
訪
問
し
、
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
情
報
提
供
 
 

在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

間
を
超
え
て
い
た
者
に
限
る
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
 
 

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
期
間
が
一
月
 
 
 

た
者
の
総
数
の
う
ち
、
当
該
期
間
内
に
退
所
し
、
在
宅
に
お
い
て
介
護
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 

言
亨
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
 
 

ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

二
十
三
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

二
十
二
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
墓
 
 
 

碑
 
 

分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
五
十
」
 
と
す
る
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
百
 
 

二
二
頁
 
 
 



四
十
四
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

呵
刊
剥
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

四
十
九
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 
 

萄
判
 
 

四
十
七
 
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
 
 

四
十
六
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

の
基
準
 
 

第
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
」
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

五
十
 
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

笥
州
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

l
 対

四
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

算
の
基
準
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
 
第
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
第
 
 

七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
三
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
 
 

認
知
症
患
者
受
入
加
算
の
基
準
 
 

第
三
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
 
 

百
分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
三
十
」
 
と
す
る
。
 
 

る
病
院
に
お
け
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
 
に
お
け
る
若
年
性
 
 

い
て
、
同
号
イ
闇
日
中
 
「
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
口
及
び
ハ
」
 
と
 
 

第
十
九
号
イ
惚
、
口
吻
及
び
ハ
②
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
 
 

二
十
六
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

二
十
四
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

二
十
五
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

珂
コ
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
 
第
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
第
 
 

七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
百
 
 

分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
三
十
」
 
と
す
る
。
 
 

二
三
頁
 
 
 



費
に
お
け
る
運
動
器
機
能
向
上
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 
 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

五
十
二
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 
 
 

及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
 
 
 

す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

司
¶
ヨ
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

費
に
お
け
る
事
業
所
評
価
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
 
 
 

護
費
の
ハ
の
注
の
ホ
、
ニ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
ホ
の
注
の
ホ
又
は
介
護
予
 
 
 

防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ロ
の
注
の
ホ
、
ハ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
 
 
 

こ
の
注
の
ホ
に
掲
げ
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
 
 
 

い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
、
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
 
（
以
下
 
「
選
択
 
 
 

的
サ
ー
ビ
ス
」
 
と
い
う
。
）
 
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
他
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
川
に
規
定
す
る
数
で
除
し
て
得
た
数
 
 

恩
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
 
 

が
〇
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

提
供
が
終
了
し
 
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
 
 

援
状
態
区
分
と
比
較
し
 
 

標
に
照
ら
し
、
 
 

支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
、
 
 

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

た
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
の
数
に
、
 
 

を
利
用
し
た
後
、
評
価
対
象
期
間
に
行
わ
れ
る
要
 
 
 

業
者
が
介
護
予
防
 
 

て
、
要
支
援
状
態
区
分
に
変
更
が
な
か
 
 

当
該
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
 
 

事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
定
め
る
目
 
 

要
支
援
更
新
認
定
 
 

の
要
支
 
 
 

費
に
お
け
る
運
動
器
機
能
向
上
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 
 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

ヨ
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 
 
 

及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
 
 
 

す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
八
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

費
に
お
け
る
事
業
所
評
価
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
適
所
介
護
費
の
ハ
の
注
 
 
 

の
ホ
、
ニ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
ホ
の
注
の
ホ
又
は
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
 
 
 

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ロ
の
注
の
ホ
、
ハ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
こ
の
注
の
ホ
に
 
 
 

掲
げ
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
 
 
 

て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
、
栄
養
改
善
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
 
（
以
下
「
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
闇
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
Ⅲ
に
規
定
す
る
数
で
除
し
て
得
た
数
 
 

闇
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
 
 

が
二
を
超
え
る
こ
と
。
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
一
 
 

援
状
態
区
分
と
比
較
し
て
、
要
 
 

支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
、
 
 

目
標
に
照
ら
し
、
当
該
介
護
予
防
サ
ー
 
 

の
提
供
が
終
了
し
た
と
認
め
 
 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
 
 者
が
介
護
予
防
 
 

る
者
に
限
る
。
）
 
の
数
に
、
 
 

支
援
状
態
区
分
に
変
更
 
 

当
該
要
支
援
更
新
認
定
等
 
 

た
後
、
評
価
対
象
期
間
に
行
わ
れ
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
 
 

一
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 

ビ
ス
事
業
者
に
よ
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
定
め
る
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 

が
な
か
っ
た
者
 
 

次
の
H
及
び
 
 

る
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
前
の
要
支
 
 

二
四
頁
 
 
 

265  



五
十
四
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 
 

葛
 
 

五
十
七
 
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
 
 

五
十
六
 
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
 
 
 

化
加
算
の
基
準
 
 

五
十
五
 
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
 
 

方
法
第
十
七
号
」
 
 

方
法
第
十
六
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

方
法
第
十
五
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

体
制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

化
加
算
の
基
準
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
二
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

イ
必
中
 
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
イ
及
び
ハ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
②
中
 
「
 
 

合
計
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
も
の
 
 

定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
一
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
 
 

新
認
定
等
に
よ
り
要
支
援
 
 

更
新
認
定
等
に
よ
り
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
も
の
の
人
数
及
び
要
支
援
 
 

等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
 
 
 

要
支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
も
の
の
 
 

更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
と
判
定
さ
れ
た
も
の
又
は
要
支
援
更
新
認
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

人
数
の
 
 

口
 
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
 
 

H
 
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
 
 

口
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
の
人
数
に
H
及
び
口
に
掲
げ
る
数
を
 
 

乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
加
え
た
も
の
 
 

も
の
 
十
 
 

も
の
又
は
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
 
 

れ
た
も
の
 
五
 
 

で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
 
 

で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
よ
り
要
支
援
一
と
判
定
さ
れ
た
 
 
 

一
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
よ
り
非
該
当
と
判
定
さ
 
 

二
五
頁
 
 
 



二
六
頁
 
 
 




